
社会保険の資格喪失日 

 社会保険で被保険者の資格を喪失する日

は、原則、その事実があった日（「退職日」）

の翌日となります。 会社や社会保険適用の

個人事業所の従業員・役員が退職する場合、

退職日が月末であれば、その月まで社会保

険が課されます。給料からの社会保険料の

控除を翌月としている場合は、退職月には

2か月分の控除となりますので、給与計算で

は留意が必要です。 

社会保険料 vs 国民健康保険料・国民年金 

 社会保険の資格を喪失した場合、自身で

住所地のある市区役所に出向き、社会保険

から国民健康保険・国民年金への切り替え

手続をしなければなりません。この切り替

えを失念すると、健康保険が適用されず、

その月は全額自己負担となってしまいます。 

仮に月末の一日前に社会保険を喪失させ

た場合でも、その月の初日から適用されな

いこととなりますので、その月の退職日ま

でに病院にかかった分は全額自己負担とな

ってしまいます。 

 なお、国保への切り替えをしなかった場

合で、「健康で病気もしなかったから 1か月

健康保険に入らないで得した」と短絡的に

考えるもの禁物です。空白期間に、国民年

金、国民健康保険の切り替え手続をしない

と、未納期間がひと月発生することとなり

督促の対象となります。そうすると、障害

年金の受給要件を今後 1 年間満たさなくな

ります。万一の際に障害年金の受給ができ

なくなりますので、空白期間のないように、

国民年金、国民健康保険の手続をおこなう

ことです。 

退職日は総合的に長い目で考えて決める 

 社会保険の方が、国民健康保険・国民年

金に比して、概して負担が高額です。その

ため、月末の前日に退職してその月に社会

保険が掛からないようにするとお得と考え

る方もいらっしゃいます。しかしながら、

社会保険料は月々の負担が高額な分、将来

もらえる年金の額も国民年金に比して高い

金額となっています。 

 また、社会保険は、本人と会社でほぼ50％

ずつでの負担ですし、配偶者が第 3 号被保

険者であれば基礎年金部分も社会保険なら

支払っていることになっています。国民年

金負担となれば、配偶者の分も 1 人分の国

民年金保険料の負担が発生します。 

 短絡的に目の前の低い負担の方を選んで

しまうことなく、よくよく考えて決めるこ

とです。 
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退職日を月末にしない場合の

損得と留意点 

現在および将来の年金の見積

もり計算やシミュレーション

は難しいかも。社労士さんに

相談しましょう。 

 


